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(57)【要約】
【課題】複数の釣銭機について、効率よく、補充回収処
理を行うことができる釣銭補充回収システムを提供する
こと。
【解決手段】釣銭補充回収システムは、複数の釣銭機２
０ａ，２０ｂ，２０ｃと、複数の釣銭機２０ａ，２０ｂ
，２０ｃの何れにもに着脱自在となり、該釣銭機２０ａ
，２０ｂ，２０ｃ内に貨幣を補充する、または、該釣銭
機２０ａ，２０ｂ，２０ｃから貨幣を回収する補充回収
カセット１０と、を備えている。補充回収カセット１０
は、補充回収対象である釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ
を識別する識別情報と、各釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０
ｃにおける補充回収に関する金種別情報を記憶するカセ
ット記憶部１１とを有している。釣銭機２０ａ，２０ｂ
，２０ｃは、補充回収カセット１０が装着されたときに
、該補充回収カセット１０が装着されたことを検出する
検出部３０を有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の釣銭機と、
　前記複数の釣銭機の何れにも着脱自在となり、該釣銭機内に貨幣を補充する、または、
該釣銭機から貨幣を回収する補充回収カセットと、を備え、
　前記補充回収カセットは、補充回収対象である釣銭機を識別する識別情報と、各釣銭機
における補充回収に関する金種別情報を記憶するカセット記憶部を有し、
　前記釣銭機は、前記補充回収カセットが装着されたときに、該補充回収カセットが装着
されたことを検出する検出部を有することを特徴とする釣銭補充回収システム。
【請求項２】
　前記釣銭機は、金種別の過不足情報に基づいて、前記補充回収カセットによって、該釣
銭機内に貨幣を補充、または、該釣銭機から貨幣を回収させ、
　前記カセット記憶部は、補充回収した釣銭機の識別情報と、各釣銭機の金種別の補充回
収枚数を記憶することを特徴とする請求項１に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項３】
　前記カセット記憶部は、補充回収する予定の釣銭機の識別情報と、各釣銭機の金種別の
補充回収枚数を記憶し、
　前記釣銭機は、前記カセット記憶部に記憶された釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別
の補充回収枚数に基づいて、前記補充回収カセットによって、前記釣銭機内に貨幣を補充
、または、該釣銭機から貨幣を回収させることを特徴とする請求項１に記載の釣銭補充回
収システム。
【請求項４】
　前記カセット記憶部は、前記釣銭機内に貨幣を補充した、または、該釣銭機から貨幣を
回収した補充回収時間を記憶することを特徴とする請求項１に記載の釣銭補充回収システ
ム。
【請求項５】
　前記補充回収カセットは、収容されている貨幣の在高と金種別枚数を表示するカセット
表示部を有することを特徴とする請求項１に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項６】
　前記釣銭機は、金種別に貨幣を収納する金種別収納庫と、該金種別収納庫から貨幣を回
収する回収カセットと、該回収カセットが装着される回収カセット挿入部と、該回収カセ
ット挿入部とは別に設けられ、前記補充回収カセットが装着される補充回収カセット挿入
部とを有することを特徴とする請求項１に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項７】
　前記補充回収カセットを管理するカセット管理装置をさらに備えたことを特徴とする請
求項１に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項８】
　前記カセット管理装置は、前記補充回収カセットが持ち出されるときに所定の条件を満
たすことを要求し、該所定の条件が満たされることによって該補充回収カセットを持ち出
し可能とすることを特徴とする請求項７に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項９】
　前記カセット管理装置は、補充回収カセットが持ち出されたときの時間を記憶すること
を特徴とする請求項７に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項１０】
　前記カセット管理装置は、複数の補充回収カセットを管理することができ、補充回収カ
セットが持ち出されたときに、各補充回収カセットの識別情報を記憶することを特徴とす
る請求項７に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項１１】
　前記カセット管理装置は、前記補充回収カセット内に収容されている金種情報を表示す
る表示部を有することを特徴とする請求項７に記載の釣銭補充回収システム。
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【請求項１２】
　前記カセット管理装置は、補充回収する予定の釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別の
補充回収枚数を入力可能な入力部を有し、該入力部からの入力を受けて、前記カセット記
憶部に、補充回収する予定の釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別の補充回収枚数を記憶
させることを特徴とする請求項７に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項１３】
　前記補充回収カセット内に貨幣を補充、または、該補充回収カセットから貨幣を回収す
る補充回収装置をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の釣銭補充回収システム
。
【請求項１４】
　前記補充回収カセットを管理するカセット管理装置をさらに備え、
　前記補充回収装置は、前記カセット管理装置から前記カセット記憶部に記憶された補充
回収した釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別の補充回収枚数を受信し、これら釣銭機の
識別情報と金種別の補充回収枚数を記憶することを特徴とする請求項１３に記載の釣銭補
充回収システム。
【請求項１５】
　前記補充回収カセットを管理するカセット管理装置をさらに備え、
　前記補充回収装置は、前記カセット管理装置に、補充回収する予定の釣銭機の識別情報
と各釣銭機の金種別の補充回収枚数を送信し、
　前記カセット管理装置は、前記カセット記憶部に、前記補充回収装置から受信した補充
回収する予定の釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別の補充回収枚数を記憶させることを
特徴とする請求項１３に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項１６】
　前記カセット記憶部は、補充回収した釣銭機の識別情報と、各釣銭機内に残っている貨
幣の金種別枚数を記憶することを特徴とする請求項１に記載の釣銭補充回収システム。
【請求項１７】
　前記補充回収カセットを管理するカセット管理装置と、
　前記補充回収カセット内に貨幣を補充、または、該補充回収カセットから貨幣を回収す
る補充回収装置と、をさらに備え、
　前記補充回収装置は、前記カセット管理装置から前記カセット記憶部に記憶された補充
回収した釣銭機の識別情報と各釣銭機内に残っている貨幣の金種別枚数を受信し、これら
釣銭機の識別情報と各釣銭機内に残っている貨幣の金種別枚数を記憶することを特徴とす
る請求項１６に記載の釣銭補充回収システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釣銭機と、この釣銭機内に貨幣を補充したり釣銭機から貨幣を回収したりす
る補充回収カセットと、を備えた釣銭補充回収システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、釣銭機と、この釣銭機内に貨幣を補充したり釣銭機から貨幣を回収したりす
る補充回収カセットと、を備えた釣銭補充回収システムが知られている。しかしながら、
従来の釣銭補充回収システムでは、釣銭機内の貨幣の量が少なくなったときや、逆に釣銭
機内の貨幣の量が多くなったときには、キャッシャーなどの操作者が、出納室の管理者に
連絡して貨幣の補充回収を要求する必要がある。
【０００３】
　このため、操作者の要求のたびに、出納室からわざわざ補充回収カセットを持ち出して
、釣銭機内に貨幣を補充したり釣銭機から貨幣を回収したりする必要があり、釣銭機が複
数台ある場合には、何度も出納室から補充回収カセットを持ち運ばなくてはならなくなる
ので、作業効率が非常に悪い。
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【０００４】
　他方、このように操作者が出納室に連絡して貨幣の補充回収を要求しない場合には、補
充回収処理を定期的に行う必要がある。しかしながら、釣銭機が複数台ある場合には、一
度に複数個の補充回収カセットを持ち運ぶ必要があるので、補充回収カセットの運搬が非
常に不便である。
【０００５】
　なお、本願とは技術分野が異なるものではあるが、ＡＴＭに関する貨幣補充回収システ
ムとして、特許文献１や特許文献２などが知られている。
【０００６】
　特許文献１には、銀行などの金融機関における窓口、自動化コーナーなどで使用される
一線機械と、この一線機械に対して、金融機関の内部、元方側で使用される元方側機械と
、一線機械、及び元方側機械で共用され、これら一線機械及び元方側機械のいずれにおい
ても貨幣の入出金処理が可能なカセット（補充回収カセット）とを有する貨幣補充回収シ
ステムが開示されている。そして、この特許文献１において、一線機械は、一線機械の１
日に取り扱いを開始する始業時において予め一線機械内に収納させておく金種別の貨幣の
収納枚数を残置基準データとして記憶する残置基準データ記憶手段と、一線機械およびカ
セット内に実際に収納されている貨幣の枚数を現収納量データとして金種別に記憶する現
収納量データ記憶手段と、一線機械が必要としている貨幣の補充データ及び／または不要
としている貨幣の回収データを残置基準データおよび現収納量データの差から算出する補
充回収データ算出手段を有している。また、カセットは、一線機械の補充回収データ算出
手段によって算出された補充データ及び／または回収データを記憶する補充回収データ記
憶手段を有し、元方側機械は、カセットの補充回収データ記憶手段を介して補充データを
受け取った際に、この補充データに基づき、カセットに対し貨幣の補充を行なわせ、カセ
ットの補充回収データ記憶手段を介して回収データを受け取った際に、この回収データに
基づき、カセットより貨幣を回収させる補充回収制御手段を有している。
【０００７】
　他方、特許文献２には、現金を伴う取引を行う複数の取引装置と、現金の回収処理およ
び補充処理を行うための現金処理装置と、現金を補充するために取引装置へ装填される補
充カセットと、現金を回収するために取引装置に装填される回収カセットと、で構成され
る現金補充システムが開示されている。そして、この特許文献２において、現金処理装置
は、回収カセットや補充カセットの収納している現金の量を表示するとともに、補充カセ
ットへの現金の装填量を指定すべく操作される操作表示部と、回収カセットを受け入れ、
回収カセットに収納された現金を計数するための現金回収部と、補充カセットを受け入れ
、補充カセットへ現金を供給するための現金補充部と、現金回収部および現金供給部を結
合し、扱う現金を供給するための現金を搬送する現金搬送部と、計数された現金を現金補
充部へ供給し、現金補充部にて補充カセットへ収納すべく、現金搬送部の制御を行う現金
処理制御部と、を備えている。
【０００８】
　しかしながら、これら特許文献１および特許文献２のいずれも、各補充回収カセットと
一線機械は、１対１の関係にあり、補充回収カセットを複数の一線機械で共通に使用する
ことを想定しているものではない。
【特許文献１】特許第２７２８３３７号
【特許文献２】特開２００６－８５３４６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、複数の釣銭機について、効率
よく、補充回収処理を行うことができる釣銭補充回収システムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明による釣銭補充回収システムは、
　複数の釣銭機と、
　前記複数の釣銭機の何れにも着脱自在となり、該釣銭機内に貨幣を補充する、または、
該釣銭機から貨幣を回収する補充回収カセットと、を備え、
　前記補充回収カセットは、補充回収対象である釣銭機を識別する識別情報と、各釣銭機
における補充回収に関する金種別情報を記憶するカセット記憶部を有し、
　前記釣銭機は、前記補充回収カセットが装着されたときに、該補充回収カセットが装着
されたことを検出する検出部を有している。
【００１１】
　本発明による釣銭補充回収システムにおいて、
　前記釣銭機は、金種別の過不足情報に基づいて、前記補充回収カセットによって、該釣
銭機内に貨幣を補充、または、該釣銭機から貨幣を回収させ、
　前記カセット記憶部は、補充回収した釣銭機の識別情報と、各釣銭機の金種別の補充回
収枚数を記憶することが好ましい。
【００１２】
　本発明による釣銭補充回収システムにおいて、
　前記カセット記憶部は、補充回収する予定の釣銭機の識別情報と、各釣銭機の金種別の
補充回収枚数を記憶し、
　前記釣銭機は、前記カセット記憶部に記憶された釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別
の補充回収枚数に基づいて、前記補充回収カセットによって、前記釣銭機内に貨幣を補充
、または、該釣銭機から貨幣を回収させることが好ましい。
【００１３】
　本発明による釣銭補充回収システムにおいて、
　前記カセット記憶部は、前記釣銭機内に貨幣を補充した、または、該釣銭機から貨幣を
回収した補充回収時間を記憶することが好ましい。
【００１４】
　本発明による釣銭補充回収システムにおいて、
　前記補充回収カセットは、収容されている貨幣の在高と金種別枚数を表示するカセット
表示部を有することが好ましい。
【００１５】
　本発明による釣銭補充回収システムにおいて、
　前記釣銭機は、金種別に貨幣を収納する金種別収納庫と、該金種別収納庫から貨幣を回
収する回収カセットと、該回収カセットが装着される回収カセット挿入部と、該回収カセ
ット挿入部とは別に設けられ、前記補充回収カセットが装着される補充回収カセット挿入
部とを有することが好ましい。
【００１６】
　本発明による釣銭補充回収システムにおいて、
　前記補充回収カセットを管理するカセット管理装置をさらに備えたことが好ましい。
【００１７】
　本発明によるカセット管理装置を備えた釣銭補充回収システムにおいて、
　前記カセット管理装置は、前記補充回収カセットが持ち出されるときに所定の条件を満
たすことを要求し、該所定の条件が満たされることによって該補充回収カセットを持ち出
し可能とすることが好ましい。
【００１８】
　本発明によるカセット管理装置を備えた釣銭補充回収システムにおいて、
　前記カセット管理装置は、補充回収カセットが持ち出されたときの時間を記憶すること
が好ましい。
【００１９】
　本発明によるカセット管理装置を備えた釣銭補充回収システムにおいて、
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　前記カセット管理装置は、複数の補充回収カセットを管理することができ、補充回収カ
セットが持ち出されたときに、各補充回収カセットの識別情報を記憶することが好ましい
。
【００２０】
　本発明によるカセット管理装置を備えた釣銭補充回収システムにおいて、
　前記カセット管理装置は、前記補充回収カセット内に収容されている金種情報を表示す
る表示部を有することが好ましい。
【００２１】
　本発明によるカセット管理装置を備えた釣銭補充回収システムにおいて、
　前記カセット管理装置は、補充回収する予定の釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別の
補充回収枚数を入力可能な入力部を有し、該入力部からの入力を受けて、前記カセット記
憶部に、補充回収する予定の釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別の補充回収枚数を記憶
させることが好ましい。
【００２２】
　本発明による釣銭補充回収システムにおいて、
　前記補充回収カセット内に貨幣を補充、または、該補充回収カセットから貨幣を回収す
る補充回収装置をさらに備えたことが好ましい。
【００２３】
　本発明による補充回収装置を備えた釣銭補充回収システムにおいて、
　前記補充回収カセットを管理するカセット管理装置をさらに備え、
　前記補充回収装置は、前記カセット管理装置から前記カセット記憶部に記憶された補充
回収した釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別の補充回収枚数を受信し、これら釣銭機の
識別情報と金種別の補充回収枚数を記憶することが好ましい。
【００２４】
　本発明による補充回収装置を備えた釣銭補充回収システムにおいて、
　前記補充回収カセットを管理するカセット管理装置をさらに備え、
　前記補充回収装置は、前記カセット管理装置に、補充回収する予定の釣銭機の識別情報
と各釣銭機の金種別の補充回収枚数を送信し、
　前記カセット管理装置は、前記カセット記憶部に、前記補充回収装置から受信した補充
回収する予定の釣銭機の識別情報と各釣銭機の金種別の補充回収枚数を記憶させることが
好ましい。
【００２５】
　本発明による釣銭補充回収システムにおいて、
　前記カセット記憶部は、補充回収した釣銭機の識別情報と、各釣銭機内に残っている貨
幣の金種別枚数を記憶することが好ましい。
【００２６】
　このような釣銭補充回収システムにおいて、
　前記補充回収カセットを管理するカセット管理装置と、
　前記補充回収カセット内に貨幣を補充、または、該補充回収カセットから貨幣を回収す
る補充回収装置と、をさらに備え、
　前記補充回収装置は、前記カセット管理装置から前記カセット記憶部に記憶された補充
回収した釣銭機の識別情報と各釣銭機内に残っている貨幣の金種別枚数を受信し、これら
釣銭機の識別情報と各釣銭機内に残っている貨幣の金種別枚数を記憶することが好ましい
。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、補充回収カセットのカセット記憶部が、補充回収対象である釣銭機を
識別する識別情報と各釣銭機における補充回収に関する金種別情報を記憶しているので、
一台の補充回収カセットによって、複数の釣銭機について適切に貨幣を補充回収すること
ができる。このため、複数の釣銭機について、効率よく、補充回収処理を行うことができ
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る。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
第１の実施の形態
　以下、本発明に係る釣銭補充回収システムの第１の実施の形態について、図面を参照し
て説明する。ここで、図１乃至図９は本発明の第１の実施の形態を示す図である。
【００２９】
　図１に示すように、釣銭補充回収システムは、硬貨を処理する硬貨釣銭機４０ａ，４０
ｂ，４０ｃと、紙幣を処理する紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃと、複数の紙幣釣銭機
２０ａ，２０ｂ，２０ｃに着脱自在となり、複数の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ内
に紙幣を補充する、または、複数の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃから紙幣を回収す
る補充回収カセット１０と、を備えている。なお、本願において、貨幣とは硬貨と紙幣の
両方を意味するが、本実施の形態では、紙幣を用いて説明する。
【００３０】
　また、図１に示すように、硬貨釣銭機４０ａ，４０ｂ，４０ｃには、硬貨釣銭機４０ａ
，４０ｂ，４０ｃと通信可能なＰＯＳレジスタ（外部装置）４５ａ，４５ｂ，４５ｃが接
続されている。ところで、本実施の形態では、上述のように紙幣を用いて説明することか
ら、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃに、補充回収カセット１０によって補充回収する
態様を用いて説明することとするが、これに限られることはなく、硬貨釣銭機４０ａ，４
０ｂ，４０ｃに、補充回収カセット１０によって補充回収する態様を用いてもよい。
【００３１】
　また、図１および図２（ａ）に示すように、補充回収カセット１０は、補充回収対象で
ある紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃを識別する識別情報と、各紙幣釣銭機２０ａ，２
０ｂ，２０ｃにおける補充回収に関する金種別情報を記憶するカセット記憶部１１を有し
ている。より具体的には、カセット記憶部１１は、補充回収した紙幣釣銭機２０ａ，２０
ｂ，２０ｃの識別番号（識別情報）と、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の
補充回収済み枚数（補充回収枚数）および補充回収日時（補充回収時間）と、各紙幣釣銭
機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ内に残っている紙幣の金種別枚数（残枚数）と、を記憶する（
図３参照）。
【００３２】
　また、カセット記憶部１１は、補充回収カセット１０内に残っている紙幣の金種別枚数
（残枚数）も記憶する（図３参照）。そして、補充回収カセット１０は、図４に示すよう
に、収容されている紙幣の在高と、金種別枚数を表示するカセット表示部１２を有してい
る（図１および図２（ａ）参照）。
【００３３】
　また、図１および図５に示すように、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、補充回収
カセット１０が装着されたときに、補充回収カセット１０が装着されたことを検出する検
出部３０と、金種別の過不足情報を記憶する釣銭機記憶部３１と、検出部３０、釣銭機記
憶部３１、搬送機構２３、識別部２５（後述）およびセンサＳ（後述）に接続され、これ
らを制御する釣銭機制御部３５と、を有している。
【００３４】
　なお、本実施の形態において、釣銭機制御部３５は、釣銭機記憶部３１に記憶された金
種別の過不足情報に基づいて、補充回収カセット１０に、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２
０ｃ内に紙幣を補充させたり、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃから紙幣を回収させた
りする。
【００３５】
　また、図５に示すように、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、紙幣を受け付ける入
金投入部２１と、入金投入部２１に連結され、入金投入部２１に受け付けられた紙幣を搬
送する搬送機構２３と、搬送機構２３に設けられ、搬送機構２３上を搬送される紙幣を識
別する識別部２５と、搬送機構２３の端部に連結され、識別部２５による識別結果に基づ
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いて金種別に紙幣を収納する金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，２４ｃと、を有している。ま
た、搬送機構２３の所定の箇所には、紙幣が正常に通過したかを検知するためのセンサＳ
が配置されている。
【００３６】
　また、図５に示すように、搬送機構２３の別の端部には、出金時に紙幣が搬送される出
金投出部２７が設けられ、この出金投出部２７の隣には、出金時に異常があると判断され
た紙幣が搬送されて集積される出金リジェクト部２６が連結されている。なお、入金時に
異常があると判断された紙幣は、出金投出部２７へ搬送されるよう構成されている。
【００３７】
　ところで、本願で「異常」とは識別異常や搬送異常のことを意味する。そして、識別異
常とは、識別部２５によって識別された情報が予め記憶された情報と一致しない場合のこ
とを意味している。このような識別異常としては、例えば、汚損紙幣などで金種を識別す
ることができなかったときなどを挙げることができる。また、搬送異常とは、搬送機構２
３によって紙幣を搬送する際の異常を意味している。このような搬送異常としては、例え
ば、紙幣が斜めに搬送されている場合（斜行）や、複数の紙幣が重なって搬送されている
場合（重送）や、複数の紙幣が所定の間隔を隔てないで搬送されている場合（連鎖）など
を挙げることができる。
【００３８】
　また、図５に示すように、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、金種別収納庫２４ａ
，２４ｂ，２４ｃに収納された紙幣を回収する際に用いられる回収カセット２９と、この
回収カセット２９が装着される回収カセット挿入部２９ａとを有している。なお、本実施
の形態では、補充回収カセット１０は、この回収カセット挿入部２９ａに装着可能となっ
ており、回収カセット挿入部２９ａが補充回収カセット挿入部２８ａとしての機能も有し
ている。
【００３９】
　ところで、補充回収カセット１０の形状は、回収カセット２９と同形状からなってもよ
いが、図６に示すように、補充回収カセット挿入部２８ａ（回収カセット挿入部２９ａ）
に先端のみが装着される形状からなってもよい。このように、補充回収カセット１０が、
その先端のみが補充回収カセット挿入部２８ａに装着される形状からなる場合には、補充
回収カセット１０の大きさを大きくすることができる。このため、補充回収カセット１０
内に大量の紙幣を収容することができ、一度に大量の紙幣を持ち運ぶことができる。この
結果、一度により多くの紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃに対して補充回収処理を行う
ことができることとなり、より効率よく補充回収処理を行うことができる。
【００４０】
　ところで、本実施の形態では、回収カセット挿入部２９ａに補充回収カセット１０が装
着される態様を用いて説明するが、これに限られることなく、図７に示すように、回収カ
セット挿入部２９ａとは別に、補充回収カセット１０が装着される補充回収カセット挿入
部２８ａが設けられていてもよい。
【００４１】
　また、図１および図２（ａ）に示すように、釣銭補充回収システムは、補充回収カセッ
ト１０を管理するカセット管理装置６０もさらに備えている。このカセット管理装置６０
は、図２（ａ）に示すように、補充回収カセット１０を収納するカセット収納空間６０ｃ
と、このカセット収納空間６０ｃに連通されたカセット挿入部６０ａとを有している。ま
た、カセット管理装置６０は、収納された補充回収カセット１０が持ち出されるときに、
パスワードの入力やＩＤカードによる認識などの所定の条件を満たすことを要求し、所定
の条件が満たされることによって補充回収カセット１０を持ち出し可能とするように構成
されている。
【００４２】
　また、図８（ｂ）に示すように、カセット管理装置６０は、収納された補充回収カセッ
ト１０内に収容されている金種情報、より具体的には、補充回収カセット１０内に収容さ
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れている紙幣の在高（￥３４，５００）と金種別枚数（１０，０００円紙幣が１５枚、５
，０００円紙幣が２７枚、１，０００円紙幣が６０枚）、を表示する第一表示部（表示部
）６２を有している（図１および図２（ａ）参照）。
【００４３】
　また、本実施の形態において、カセット管理装置６０は、複数の補充回収カセット１０
を収納して管理することができるように構成されている。そして、カセット管理装置６０
は、補充回収カセット１０が持ち出されたときに、持ち出された補充回収カセット１０の
識別番号と、持ち出された日時を記憶する第一記憶部６１を有している（図１参照）。な
お、カセット管理装置６０は、所定の時間が経過しても補充回収カセット１０が返却され
なかった場合には、アラーム音で通知したり、第一表示部６２が点滅信号を表示したりす
るなどして、そのことを通知するように構成されている。
【００４４】
　ところで、第一表示部６２には、図８（ａ）に示すように、第一記憶部６１に記憶され
た補充回収カセット１０の識別番号と持ち出された日時も表示される。そして、補充回収
カセット１０の識別番号および持ち出された日時の表示と、補充回収カセット１０内に収
容されている紙幣の在高および金種別枚数との表示は、切り換えて表示することができる
ようになっている。
【００４５】
　また、図１に示すように、カセット管理装置６０は、カセット記憶部１１に記憶された
情報を読み出して、第一記憶部６１に記憶させる第一制御部６５も有している。
【００４６】
　また、図１および図２（ｂ）に示すように、釣銭補充回収システムは、出納室などに配
置され、カセット管理装置６０と通信可能となり、補充回収カセット１０内に紙幣を補充
、または、補充回収カセット１０から紙幣を回収する補充回収装置７０もさらに備えてい
る。この補充回収装置７０は、カセット管理装置６０の第一制御部６５から、カセット記
憶部１１に記憶された補充回収した紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの識別番号と、各
紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補充回収済み枚数および補充回収日時と、
各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ内に残っている紙幣の金種別枚数（残枚数）と、補
充回収カセット１０内に残っている紙幣の金種別枚数（残枚数）を受信する第二制御部７
５と、これらの情報を記憶する第二記憶部７１とを有している。
【００４７】
　また、補充回収装置７０は、図８（ｂ）に示すように、収納された補充回収カセット１
０内に収容されている金種情報、より具体的には、補充回収カセット１０内に収容されて
いる紙幣の在高（￥３４５，０００）と金種別枚数（１０，０００円紙幣が１５枚、５，
０００円紙幣が２７枚、１，０００円紙幣が６０枚）を表示する第二表示部７２を有して
いる（図１および図２（ｂ）参照）。なお、この第二表示部７２は、第一表示部６２と同
様に、補充回収カセット１０の識別番号と持ち出された日時も表示することができる（図
８（ａ）参照）。
【００４８】
　また、図２（ｂ）に示すように、補充回収装置７０は、補充回収カセット１０を投入す
るための投入口７０ａ，７０ｂと、投入された補充回収カセット１０に補充または回収す
る金種別の枚数を指示する第二入力部７４を有している。そして、このような補充回収装
置７０によれば、第二入力部７４からの指示により、投入された補充回収カセット１０に
指示された金種の枚数を補充したり回収したりした後、投入口７０ａ、７０ｂから抜き取
ることができる。投入口はひとつでもよいが、本実施の形態では複数あるので、予備の補
充回収カセットを準備することにより、事前に補充回収を行っておくことができ、効率的
に運用できる。
【００４９】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について述べる。
【００５０】
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　まず、カセット管理装置６０から収納された補充回収カセット１０が持ち出される（図
１および図２（ａ）参照）（図９の符号８１）。このとき、カセット管理装置６０によっ
て、パスワードの入力やＩＤカードによる認識などの所定の条件を満たすことが要求され
、所定の条件が満たされることによって、始めて、補充回収カセット１０が持ち出し可能
となる。このため、カセット管理装置６０から、権限のないものによって不正に、補充回
収カセット１０が持ち出されることを防止することができる。
【００５１】
　なお、このとき、第一記憶部６１によって、持ち出された補充回収カセット１０の識別
番号と、持ち出された日時とが記憶される（図８（ａ）参照）。そして、所定の時間が経
過しても補充回収カセット１０が返却されなかった場合には、長時間にわたって返却され
ていないことが通知される。このため、管理者は、補充回収カセット１０が長時間にわた
って持ち出されていることを容易に把握することができ、補充回収員（補充回収処理を行
う者）によって補充回収カセット１０が持ち逃げされることを防止することができる。
【００５２】
　次に、補充回収カセット１０が、一の紙幣釣銭機２０ａ（識別番号０００１）の補充回
収カセット挿入部２８ａに装着される（図１および図２（ａ）参照）（図９の符号８２）
。このとき、紙幣釣銭機２０ａの検出部３０によって、補充回収カセット１０が装着され
たことが検出され（図１参照）（図９の符号８２）、紙幣釣銭機２０ａの釣銭機制御部３
５は回収カセット２９ではなく補充回収カセット１０が装着されたことを認識することが
できる。
【００５３】
　次に、釣銭機制御部３５によって、補充回収カセット１０内に収容されている金種別枚
数が確認される（図９の符号８３）。このように補充回収カセット１０内の金種別枚数を
確認することによって、釣銭機制御部３５は、各金種について補充可能な枚数を認識する
ことができる。
【００５４】
　次に、釣銭機制御部３５は、釣銭機記憶部３１内に記憶された過不足情報に基づいて、
補充回収カセット１０から金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，２４ｃ内に紙幣を補充させたり
、金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，２４ｃから補充回収カセット１０内に紙幣を回収させた
りする（図５参照）（図９の符号８４）。より具体的には、紙幣釣銭機２０ａにおいて、
１０，０００円紙幣が１０枚回収され、５，０００円紙幣が５枚回収され、１，０００円
紙幣が４３枚補充される。この結果、紙幣釣銭機２０ａの金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，
２４ｃには、１０，０００円紙幣が５枚、５，０００円紙幣が１５枚、１，０００円紙幣
が６０枚残されることとなる（図３参照）。
【００５５】
　このとき、釣銭機制御部３５によって、カセット記憶部１１に、紙幣釣銭機２０ａの識
別番号（０００１）、補充回収済み枚数、紙幣釣銭機２０ａ内に残っている金種別枚数（
残枚数）、補充回収日時（08.07.03 10:23:15）、および、補充回収カセット１０内に残
っている金種別枚数（残枚数）が書き込まれることとなる（図３参照）（図９の符号８５
）。
【００５６】
　そして、補充回収カセット１０が、紙幣釣銭機２０ａの補充回収カセット挿入部２８ａ
から取り出し可能となる（図１参照）（図９の符号８６）。
【００５７】
　このように取り外された補充回収カセット１０は、続けて、次の紙幣釣銭機２０ｂ（識
別番号０００２）の補充回収カセット挿入部２８ａに装着され（図１参照）、上述したの
と同様の工程が行われる。
【００５８】
　その後さらに、補充回収カセット１０は、次の紙幣釣銭機２０ｃ（識別番号０００５）
の補充回収カセット挿入部２８ａに装着され（図１参照）、上述したのと同様の工程が行
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われる。
【００５９】
　なお、本実施の形態では、紙幣釣銭機２０ｃ（識別番号０００５）の補充回収処理が終
了した時点で、補充回収カセット１０内には、１０，０００円紙幣が３５枚、５，０００
円紙幣が７枚、１，０００円紙幣が１０枚残っている（図３参照）。
【００６０】
　補充回収処理が終了した補充回収カセット１０はカセット管理装置６０に持ち帰られ、
このカセット管理装置６０内に収納（装着）され、第一制御部６５によって検出される（
図１および図２（ａ）参照）（図９の符号８７）。そして、カセット記憶部１１に記憶さ
れた情報は、カセット管理装置６０の第一制御部６５によって読み出され、第一記憶部６
１に記憶される（図９の符号８８）。
【００６１】
　次に、このように第一制御部６５によって読み出されたカセット記憶部１１に記憶され
た情報は、補充回収装置７０の第二制御部７５に送られ（図１参照）、補充回収装置７０
の第二記憶部７１に記憶される（図９の符号８９）。
【００６２】
　このように、本実施の形態によれば、一台の補充回収カセット１０によって、一度に連
続して複数の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの補充回収処理を行うことができる。こ
のため、複数の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃについて、効率よく、補充回収処理を
行うことができる。
【００６３】
　また、釣銭機記憶部３１内に記憶された過不足情報に基づいて補充回収処理が行われる
ので、実際に必要な紙幣を補充させ、実際に余分な紙幣を回収させることができるので、
紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，２４ｃ内に収納され
ている紙幣の残量を適切なものにすることができる。
【００６４】
　また、カセット記憶部１１には、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ内に残っている
金種別枚数（残枚数）が記憶され、これらの情報がカセット管理装置６０の第一記憶部６
１および補充回収装置７０の第二記憶部７１に記憶される。このため、管理者は、各紙幣
釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの紙幣の収納状況を確実に把握することができる。
【００６５】
　また、カセット記憶部１１に各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃに対応した補充回収
済み枚数が記憶されるので、管理者は、どの紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃに対して
どのような補充回収処理を行ったか（各金種について、何枚補充し何枚回収したか）を容
易かつ確実に把握することができる。
【００６６】
　また、カセット記憶部１１には、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃに対応した補充
回収日時が記憶されている。このため、管理者が補充回収員の回収状況を把握することが
でき、補充回収員が不正を働くことを予防することができる。
【００６７】
　ところで、本実施の形態では、カセット管理装置６０によって複数の補充回収カセット
１０が管理されているので、複数の補充回収カセット１０を用いて同時に紙幣釣銭機２０
ａ，２０ｂ，２０ｃの補充回収処理を行うことができる。このため、より効率よく、補充
回収処理を行うことができる。
【００６８】
第２の実施の形態
　次に、図１０乃至図１２により、本発明の第２の実施の形態について説明する。図１０
乃至図１２に示す第２の実施の形態は、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの釣銭機記憶
部３１内に記憶された過不足情報に基づいて補充回収カセット１０による補充回収処理が
行われる代わりに、補充回収カセット１０のカセット記憶部１１内の情報に基づいて補充
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回収処理が行われるものであり、その他の構成は図１乃至図９に示す第１の実施の形態と
略同一である。
【００６９】
　図１０乃至図１２に示す第２の実施の形態において、図１乃至図９に示す第１の実施の
形態と同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
【００７０】
　図１０に示すように、カセット記憶部１１は、補充回収する予定の紙幣釣銭機２０ａ，
２０ｂ，２０ｃの識別番号と、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補充回収
予定枚数（補充回収枚数）を記憶している。そして、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ
の釣銭機制御部３５は、カセット記憶部１１に記憶された紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２
０ｃの識別番号と各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補充回収予定枚数とに
基づいて、補充回収カセット１０から金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，２４ｃ内に紙幣を補
充させたり、金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，２４ｃから補充回収カセット１０内へ貨幣を
回収させたりする（図１および図５参照）。
【００７１】
　なお、図１に示すように、カセット管理装置６０は、補充回収する予定の紙幣釣銭機２
０ａ，２０ｂ，２０ｃの識別番号と、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補
充回収予定枚数とを入力可能な第一入力部（入力部）６４を有している。また、図１に示
すように、補充回収装置７０は、補充回収する予定の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ
の識別番号と、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補充回収予定枚数とを入
力する第二入力部７４を有している。
【００７２】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について述べる。
【００７３】
　まず、カセット管理装置６０の第一入力部６４によって、補充回収する予定の紙幣釣銭
機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの識別番号と、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別
の補充回収予定枚数が入力される（図１参照）（図１２の符号９０ａ）。このことによっ
て、カセット記憶部１１に、補充回収する予定の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの識
別番号と、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補充回収予定枚数が記憶され
る。
【００７４】
　なお、補充回収する予定の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの識別番号と、各紙幣釣
銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補充回収予定枚数が、カセット管理装置６０の第
一入力部６４によって入力される代わりに、補充回収装置７０の第二入力部７４によって
入力されてもよい（図１参照）（図１２の符号９０ｂ）。この場合には、第二入力部７４
によって入力された補充回収する予定の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの識別番号と
、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補充回収予定枚数は、補充回収装置７
０の第二制御部７５からカセット管理装置６０の第一制御部６５へと送られ、この第一制
御部６５によって補充回収カセット１０のカセット記憶部１１に記憶されることとなる。
【００７５】
　次に、カセット管理装置６０から収納された補充回収カセット１０が持ち出される（図
１および図２（ａ）参照）（図１２の符号８１）。このとき、カセット管理装置６０によ
って、パスワードの入力やＩＤカードによる認識などの所定の条件を満たすことが要求さ
れ、所定の条件が満たされることによって、始めて、補充回収カセット１０が持ち出し可
能となる。
【００７６】
　次に、補充回収カセット１０が、一の紙幣釣銭機２０ａ（識別番号０００１）の補充回
収カセット挿入部２８ａに装着される（図１および図２（ａ）参照）（図１２の符号８２
）。このとき、紙幣釣銭機２０ａの検出部３０によって、補充回収カセット１０が装着さ
れたことが検出されるとともに、補充回収カセット１０のカセット記憶部１１に記憶され
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た識別情報と金種別情報とに基づいて、紙幣釣銭機２０ａにおける補充回収に関する金種
別情報が検出される（図１参照）（図１２の符号８２）。
【００７７】
　次に、紙幣釣銭機２０ａの釣銭機制御部３５によって、カセット記憶部１１に記憶され
た紙幣釣銭機２０ａの識別番号（０００１）と各紙幣釣銭機２０ａの金種別の補充回収予
定枚数が読み出される（図１および図５参照）。そして、読み出された紙幣釣銭機２０ａ
に対応した金種別の補充回収予定枚数に応じて、釣銭機制御部３５が、補充回収カセット
１０から金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，２４ｃ内に紙幣を補充させたり、金種別収納庫２
４ａ，２４ｂ，２４ｃから補充回収カセット１０内へ貨幣を回収させたりする（図１２の
符号９４）。より具体的には、紙幣釣銭機２０ａにおいて、１０，０００円紙幣が１８枚
回収され、５，０００円紙幣が５枚補充され、１，０００円紙幣が２８枚補充される（図
１０参照）。この結果、紙幣釣銭機２０ａの金種別収納庫２４ａ，２４ｂ，２４ｃには、
１０，０００円紙幣が５枚、５，０００円紙幣が１５枚、１，０００円紙幣が６０枚残さ
れることとなる（図１１参照）。
【００７８】
　このとき、釣銭機制御部３５によって、カセット記憶部１１に、紙幣釣銭機２０ａの識
別番号（０００１）、紙幣釣銭機２０ａ内に残っている金種別枚数（残枚数）、および、
補充回収日時（08.07.03 10:23:15）が書き込まれる（図１１参照）（図１２の符号９５
）。
【００７９】
　そして、補充回収カセット１０が、紙幣釣銭機２０ａの補充回収カセット挿入部２８ａ
から取り出し可能となる（図１参照）（図１２の符号８６）。
【００８０】
　このように取り外された補充回収カセット１０は、続けて、次の紙幣釣銭機２０ｂ（識
別番号０００２）の補充回収カセット挿入部２８ａに装着され（図１参照）、上述したの
と同様の工程が行われる。
【００８１】
　その後さらに、補充回収カセット１０は、次の紙幣釣銭機２０ｃ（識別番号０００５）
の補充回収カセット挿入部２８ａに装着され（図１参照）、上述したのと同様の工程が行
われる。
【００８２】
　補充回収処理が終了した補充回収カセット１０はカセット管理装置６０に持ち帰られ、
このカセット管理装置６０内に収納（装着）され、第一制御部６５によって検出される（
図１および図２（ａ）参照）（図１２の符号８７）。そして、カセット記憶部１１に記憶
された情報は、カセット管理装置６０の第一制御部６５によって読み出され、第一記憶部
６１に記憶される（図１２の符号８８）。
【００８３】
　次に、このように第一制御部６５によって読み出されたカセット記憶部１１に記憶され
た情報は、補充回収装置７０の第二制御部７５に送られ（図１参照）、補充回収装置７０
の第二記憶部７１に記憶される（図１２の符号８９）。
【００８４】
　このように、本実施の形態によっても、一台の補充回収カセット１０によって、一度に
連続して複数の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの補充回収処理を行うことができる。
このため、複数の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃについて、効率よく、補充回収処理
を行うことができる。
【００８５】
　また、カセット記憶部１１には、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ内に残っている
金種別枚数（残枚数）が記憶され、これらの情報がカセット管理装置６０の第一記憶部６
１および補充回収装置７０の第二記憶部７１に記憶される。このため、管理者は、各紙幣
釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの紙幣の収納状況を確実に把握することができる。この結
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果、次回以降の紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの補充回収処理について、各紙幣釣銭
機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別の補充回収予定枚数を適切に決定することができる。
【００８６】
　また、予め定められた予定に基づいて、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの金種別
の補充回収処理を行うことができるので、補充回収カセット１０内に余分な紙幣を収容す
る必要がなくなり、補充回収カセット１０の持ち運びを容易にすることができる。より具
体的には、本実施の形態では、紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃ（識別番号０００５）
の補充回収処理が終了した時点で、補充回収カセット１０内には、１０，０００円紙幣が
２９枚残っているだけで、５，０００円紙幣および１，０００円紙幣は全く残っておらず
（図１１参照）、補充回収カセット１０を容易に持ち運ぶことができる。
【００８７】
　なお、補充回収カセット１０内に余分な紙幣を収容する必要をなくすために、処理する
紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃの順番をカセット記憶部１１に記憶させるとともに、
カセット表示部１２に表示させてもよい。
【００８８】
　また、カセット記憶部１１には、各紙幣釣銭機２０ａ，２０ｂ，２０ｃに対応した補充
回収日時が記憶されている。このため、管理者が補充回収員の回収状況を把握することが
でき、補充回収員が不正を働くことを予防することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の第１の実施の形態による釣銭補充回収システムの構成を示す概略図。
【図２】本発明の第１の実施の形態による釣銭補充回収システムのうちの一部を示す斜視
図。
【図３】本発明の第１の実施の形態による釣銭補充回収システムのカセット記憶部内に記
憶されている情報を示す図。
【図４】本発明の第１の実施の形態による釣銭補充回収システムのカセット表示部での表
示態様を示す図。
【図５】本発明の第１の実施の形態による釣銭補充回収システムの紙幣釣銭機の構成を示
す概略図。
【図６】本発明の第１の実施の形態の変形例による釣銭補充回収システムの紙幣釣銭機の
構成を示す概略図。
【図７】本発明の第１の実施の形態のさらに別の変形例による釣銭補充回収システムの紙
幣釣銭機の構成を示す概略図。
【図８】本発明の第１の実施の形態による釣銭補充回収システムの第一表示部および第二
表示部での表示態様を示す図。
【図９】本発明の第１の実施の形態による釣銭補充回収システムを用いた釣銭機補充回収
時のフロー図。
【図１０】本発明の第２の実施の形態による釣銭補充回収システムのカセット記憶部に、
カセット管理装置または補充回収装置によって記憶される情報を示す図。
【図１１】本発明の第２の実施の形態による釣銭補充回収システムのカセット記憶部に、
釣銭機制御部によって記憶される情報を示す図。
【図１２】本発明の第２の実施の形態による釣銭補充回収システムを用いた釣銭機補充回
収時のフロー図。
【符号の説明】
【００９０】
１０　　補充回収カセット
１１　　カセット記憶部
１２　　カセット表示部
２０ａ，２０ｂ，２０ｃ　紙幣釣銭機
２８ａ　補充回収カセット挿入部
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２９　　回収カセット
２９ａ　回収カセット挿入部
３０　　検出部
３１　　釣銭機記憶部
３５　　釣銭機制御部
４０ａ，４０ｂ，４０ｃ　硬貨釣銭機
６０　　カセット管理装置
６０ｃ　カセット収納空間
６０ａ　カセット挿入部
６１　　第一記憶部
６２　　第一表示部（表示部）
６４　　第一入力部（入力部）
６５　　第一制御部
７０　　補充回収装置
７１　　第二記憶部
７２　　第二表示部
７４　　第二入力部
７５　　第二制御部

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】
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